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一

〇
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営
土
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改
良
事
業
の
換
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計
画
に
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る
非
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三

規

則

　

職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
号

　
　
　

�

職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
業
能
力
開
発
校
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「　
　
　
　

科

」
を
「訓

　

練

　

科

」
に
、「殿

」
を
「　

殿

」
に
、「も

し
不
都
合
を
生
じ
た
場
合

は
，
一
切
の
責
任
を
負
い
絶
対
に
貴
校
に
ご
迷
惑
を
か
け
な
い
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

」
を
「こ

れ
に
反
す
る
在
学
中
の

行
為
に
つ
い
て
保
証
人
と
し
て
責
任
を
負
い
，
上
記
の
者
が
貴
校
に
対
し
て
負
う
一
切
の
債
務

（極
度
額

　
　
　
　
　

　
　

円

）の
支
払
い
に
つ
い
て
連
帯
し
て
保
証
し
ま
す
。

」
に
、「生

年
月
日

　
　
　
　
　

年

　
　

月

　
　

日

」
を

「生
年
月
日

　
　
　
　
　

年

　
　

月

　
　

日
生

」
に
、「（注

）　

本
人
が
未
成
年
者
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
保
証

人
は
保
護
者
と
す
る
こ
と
。

」
を

「注
１

　

本
人
が
未
成
年
者
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
保
証
人
は
保
護
者
と
す
る
こ
と
。

　

注
２

　

債
務
の
支
払
い
に
つ
い
て
，
保
証
人
は
連
帯
保
証
人
と
な
り
ま
す
。　

　
　

」
に
改
め
る
。　　

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
六
号

　

県
営
南
三
陸
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知

事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
十
五
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

南
三
陸
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
七
号

　

令
和
元
年
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
八
号
を
も
っ
て
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
非
農
用
地
区
域
内
に
換
地
す

る
土
地
と
し
て
指
定
し
た
土
地
の
全
部
に
つ
い
て
、
当
該
指
定
を
取
り
消
し
た
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改
良
事
業
広
渕
沼
地
区
に
お
い
て
樹
立
す
る
換
地
計
画
に
関
し
、
次

の
従
前
の
土
地
を
、
非
農
用
地
区
域
内
に
換
地
す
る
土
地
と
し
て
指
定
し
た
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

土
地
の
表
示

市
町
村
名

大　

字

字

地　

番

地　

目

用　

途

地　

積　

㎡

石
巻
市

広
渕

五
工
区
南

九
四

田

田

�

三
二
〇

同

同

同

九
五

田

田

�

三
五
三

同

同

同

九
六

田

田

�

三
五
三

同

同

同

九
七

田

田
�

三
五
三

同

同

同

九
九－

一

田

田
�

四
五
四

同

同

同

一
〇
〇－

一

田

田

�

九
九
九

同

同

同

一
〇
一－

一

田

田

�
一
、
〇
〇
八

同

同

同

一
〇
二－

一

田

田

�
一
、
〇
〇
八

同

同

同

一
〇
三－

一

田

田

�

一
二
〇

同

同

同

一
〇
四－

一

田

田

�

九
四
七

同

同

同

一
〇
五

田

田

�

九
四
一

同

同

同

一
〇
六

田

田

�

三
五
五

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
二
月
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

気
仙
沼
唐
桑

線

気
仙
沼
市
本
町
二
丁
目
六
〇
番
一
地
先
か
ら

同
市
化
粧
坂
二
六
〇
番
二
地
先
ま
で

令
和
五
年

�

二
月
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
号

　

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
、
仙
台
塩
釜
港
仙
台
港
区
の
港
湾
施
設
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
土
木
部
港
湾
課
及
び
宮
城
県
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

種　

類

施　

設　

名

位　

置

構　

造

数
量
・
能
力

備　

考

水
域
施
設

向
洋
地
区
船
溜

り

仙
台
市
宮
城
野
区

蒲
生
字
町
一
〇
二

地
先
水
面

　
　
　
　

面
積
一
五
、
九
二
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

新
規

外
郭
施
設

向
洋
防
波
堤
⑴

仙
台
市
宮
城
野
区

蒲
生
字
町
一
〇
二

地
先

直
立
堤

延
長
七
〇
メ
ー
ト
ル

新
規

外
郭
施
設

向
洋
防
波
堤
⑵

仙
台
市
宮
城
野
区

蒲
生
字
町
一
〇
二

地
先

直
立
堤

延
長
二
〇
二
メ
ー
ト

ル

新
規

係
留
施
設

向
洋
物
揚
場

仙
台
市
宮
城
野
区

蒲
生
字
町
一
〇
二

地
先

矢
板
式
及
び
く

い
式

延
長
一
〇
四
メ
ー
ト

ル

新
規

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
一
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
志
津
川
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
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こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

志
津
川
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　

志
津
川
都
市
計
画
区
域

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
及
び
南
三
陸
町
役
場
（
建
設
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
五
年
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
二
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
亘
理
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

亘
理
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　

亘
理
都
市
計
画
区
域

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
及
び
亘
理
町
役
場
（
都
市
建
設
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
五
年
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
山
元
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

山
元
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　

山
元
都
市
計
画
区
域

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
及
び
山
元
町
役
場
（
建
設
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
五
年
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

名
取
市
愛
島
笠
島
字
上
平
二
十
三
番
三

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
若
林
区
南
小
泉
四
丁
目
六
番
二
十
二
号　

ア
メ

リ
カ
ン
ア
ベ
ニ
ュ
ー
南
小
泉
Ⅱ
番
館
一
〇
一

�

仙
石　

俊
幸　
　
　
　
　
　
　
　


